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財団法人柳田國男・松岡家

顕彰会記念館 
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神崎郡福崎町西田原 1038
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電話：0790-22-1000 

◆
ご
利
用
案
内
◆ 

【
開
館
時
間
】 

午
前
９
時
〜 午

後
４
時
３０
分 

 

【
休
館
日
】 

月
曜
日
・
祝
日
の
翌
日
、
１２

月
２８
日
〜
１
月
４
日 

 

【
入
館
料
】 

大
人
２
０
０
円 

学
生
１
５
０
円 

小
人
１
０
０
円 

（
団
体
割
引
は 

２０
名
以
上
） 

 

た
だ
い
ま
記
念
館
で
は
柳

田
國
男
の
末
弟
、
松
岡
映
丘
画

稿
展
を
記
念
館
二
階
で
開
催

し
て
い
ま
す
。 

展
示
し
て
い
る
「
桃
太
郎
」、

「
鶏
と
母
子
」、「
鷹
狩
り
」
な

ど
の
下
絵
は
書
き
直
し
た
箇

所
が
良
く
わ
か
り
、
映
丘
（
輝

夫
）
が
構
図
で
悩
ん
だ
様
が
浮

か
ん
で
き
ま
す
。 

 

こ
の
機
会
に
是
非
と
も
お

越
し
い
た
だ
き
ご
覧
く
だ
さ

い
。 当

記
念
館
で
は
完
成
さ
れ

た
絵
は
あ
ま
り
所
蔵
し
て
い

ま
せ
ん
が
下
絵
は
ご
遺
族
か

ら
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
寄
贈
し

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

 

 

四
月
一
日
（
水
）
か
ら
六

月
三
十
日
（
火
）
の
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
期
間
中
、
な
ん
と
入

館
料
が
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
引

き
と
な
り
ま
す
。 

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
チ
ケ
ッ
ト
の

ご
利
用
で
、
大
人
の
場
合
通

常
二
〇
〇
円
の
と
こ
ろ
が
、

一
六
〇
円
と
な
っ
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
記
念

館
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ

い
。
と
て
も
お
得
で
す
。 

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
中

の
第
二･

第
四
日
曜
日
お
よ

び
五
月
三
十
一
日
に
は｢

辻

川
界
隈
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ガ
イ
ド
」
と
巡
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。 

<

コ
ー
ス> 

も
ち
む
ぎ
の
や
か
た
↓
記

念
館
・
柳
田
國
男
生
家
↓
歴

史
民
俗
資
料
館
↓
鈴
の
森
神

社
↓
有
井
堂
↓
旧
辻
川
郵
便

局
↓
大
庄
屋
三
木
家
住
宅
↓

も
ち
む
ぎ
の
や
か
た
（
解
散
）

五
月
下
旬
に
は
き
れ
い

な
紫
色
に
色
づ
い
た
も
ち

麦
が
見
学
で
き
ま
す
。 

 

松
岡
映
丘
画
稿
展 

 

四
月
二
十
九
日
（
水･
祝
） 〜

五
月
十
七
日
（
日
） 

五
月
の
祝
日
・
こ
ど
も
の
日

あ
い
た
い
兵
庫
デ
ス
テ
ィ
ネ

ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン 

一
九
四
八
年
に
祝
日
法
に

よ
っ
て
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

の
五
月
五
日
と
な
っ
た
の
は

大
正
時
代
に
「
児
童
愛
護
デ

ー
」
と
し
て
活
動
を
行
っ
て

い
た
団
体
が
、
国
会
に
こ
ど

も
の
日
を
祝
日
と
す
る
請
願

を
寄
せ
た
際
に
五
月
五
日
を

希
望
す
る
も
の
が
多
か
っ
た

た
め
で
す
。 

四
月
の
記
念
館
の
風
景 

 

記
念
館
の
桜
は
見
事
で

す
。
今
年
は
風
が
強
く
桜
吹

雪
が
来
館
者
を
迎
え
ま
し

た
。 

ま
た
、
世 

界
の
こ
ど
も 

の
日
と
い
う 

日
も
設
定
さ 

れ
て
い
ま
す
。 

一
九
五
四
年
に
国
連
が
子

ど
も
た
ち
の
相
互
理
解
と
福

祉
を
増
進
さ
せ
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
制
定
し
、「
児
童
の

権
利
に
関
す
る
宣
言
」
を
採

択
し
た
十
一
月
二
十
日
を
記

念
日
と
し
て
い
ま
す
。 

★
特
典
★ 

記
念
館
無
料
入
館 

個
人(

本
人
＋
家
族
一
名) 

法
人(

一
口
・
四
名
ま
で) 

も
ち
む
ぎ
の
や
か
た 

レ
ス
ト
ラ
ン
１
割
引
他 

 

 

 

 

財
団
法
人
柳
田
國
男･

松
岡

家
顕
彰
会
は
、
一
昨
年
、
会
員

制
度
を
発
足
さ
せ
ま
し
た
。 

入
会
者
に
は
会
員
証
を
お

渡
し
し
て
い
ま
す
。 

法
人
会
費
一
〇
〇
〇
〇
円 

個
人
会
費
一
〇
〇
〇
円 

五
月
節
句
に
つ
い
て 

 

５
月
５
日
は
端
午
の
節
句

で
す
。 

女
子
の
桃
の
節
句
に
対
し

て
男
子
の
節
句
が
常
識
の
よ

う
で
す
が
、
実
は
江
戸
時
代
に

な
っ
て
か
ら
の
風
習
で
、
も
と

も
と
は
女
子
の
節
句
で
し
た
。

農
耕
民
族
の
日
本
人
に
と

っ
て
、
五
月
は
田
植
え
が
大
切

な
仕
事
で
す
。
田
植
え
は
古
代

は
女
性
の
仕
事
で
、
苗
を
植
え

る
女
性
を
早
乙
女
と
い
い
、
田

の
神
様
を
お
迎
え
す
る
た
め

に
一
晩
「
女
の
家
」
に
こ
も
っ

て
身
を
清
め
ま
し
た
。 

こ
の
忌
み
ご
も
り
を
す
る

日
が
五
月
の
最
初
の
午(

う
ま)

の
日
と
決
め
ら
れ
て
い
ま
し

た
。 

端
午(

月
初
め
の
最
初
の

午
の
日)

は
だ
い
た
い
五
日

頃
だ
っ
た
た
め
、
や
が
て
こ

の
日
が
五
月
の
節
句
を
指
す

よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。


